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はじめに～ＳＤＧｓの理念を踏まえた取組について～ 
 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）は、2015 年の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 年

までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17 の目標と 169 のターゲット

から構成され、「地球上の誰一人として取り残さない」社会の実現を目指し、開発途上国の

みならず先進国を含む国際社会全体の目標として、経済・社会・環境の諸問題を統合的に

解決することを目指しています。 

本県においても、このＳＤＧｓの理念を踏まえながら各取組を推進し、県民の皆様が安

心して暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性化を実現していくとともに、国

際社会の一員として、SDGs の達成に貢献していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本計画に掲げる施策と特に関連する SDGｓの目標は次のとおりです。 

 

飢餓に終⽌符を打ち、⾷料の安定確保と栄養状態の改善を達成するととも

に、持続可能な農業を推進する 

 

あらゆる年齢のすべての⼈々の健康的な⽣活を確保し、福祉を推進する 

 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 


